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大津市立森林キャンプ村の管理運営に関する規則を廃止する規則を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第８号 

大津市立森林キャンプ村の管理運営に関する規則を廃止する規則 

大津市立森林キャンプ村の管理運営に関する規則（昭和62年規則第11号）は、廃止する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市補助金等交付規則の一部を改正する規則を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第９号 

   大津市補助金等交付規則の一部を改正する規則 

 大津市補助金等交付規則（平成10年規則第32号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３項の表先進医療に係る不育症検査費用助成金の項中「研究段階にある」を「先進医療に位置付けられ

た」に、「保険適用」を「将来的な保険適用」に改め、「先進医療として」を削り、別表第４項の表文化観光振

興助成金の項を削る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第４項の表文化観光振興助成金の項を削る改正規定は、令

和５年３月30日から施行する。 

 

 

大津市大津祭曳山展示館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第10号 

大津市大津祭曳山展示館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

大津市大津祭曳山展示館の管理運営に関する規則（平成27年規則第93号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第12条」を「第13条」に改める。 

第２条中「第８条」を「第９条」に改める。 

第５条第１項中「第４条第１項」を「第５条第１項」に改める。 

   附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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大津市告示第63号 

平成10年告示第15号（大津市営住宅の利便性係数について）の一部を次のように改正する。 

令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

 第１項の表大石団地の項を削る。 

 


